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70 歳までの高年齢者就業確保措置の導入について

※現在65歳までの高年齢者雇用確保措置が義務化されていますが、

　ほぼすべての会社で実施されており、法に定める義務を超えて

　66歳以上まで働ける会社も増えています。

　今後は上記の70歳までの高年齢者就業確保措置の努力義務化や、

　令和4年4月1日施行の年金法の改正によって、65歳を超えて働く

　高齢者の方がさらに増えていくものと思われます。

※高年齢者の働く意欲向上のため､2022年4月1日施行で以下の厚生年金制度の改正も予定されております。

　❶　60 歳～ 64 歳の在職老齢年金制度の支給停止基準額の引上げ
　　　支給停止基準額が､現行の28万円から47 万円に引上げられることにより､働いても
　　　減額されない方が増えます。

　❷　65 歳以上を対象にした在職定時改定の導入
　　　現在、老齢厚生年金を受給している方の年金の改定時期は、退職時と70歳到達時期に

　　　改定されていますが、在職定時改定制度の導入によって、在職中から年金額の改定が

　　　毎年行われるようになります。働いている間に年金額の増加を実感でき、

　　　高年齢者の働く意欲向上が期待されます。

近年、高年齢者の就業意欲が増してきており、高年齢者の労働関係の法改正や年金制度の法改正が進められて

います。そこで今回のヒューマン・プライム通信では、2021年4月1日より施行される高年齢者雇用安定法

の「高年齢者就業確保措置の導入」について解説致します。

少子高齢化によって労働力確保は喫緊の課題であり、その対応として国は高年齢者の労働力に期待しています。また、

帝国データバンクが令和元年9月に発表した「人手不足の解消に向けた企業の意識調査」によると、今後最も積極的

に活用したい人材として「シニア」とした回答が29.2％となっており、多くの会社が今後高年齢者を活用したいと考

えています。そういった背景の中、高年齢者の活用策として、令和 3 年 4 月 1 日から以下のいずれかの70 歳までの
高年齢者就業確保措置が努力義務として求められます。

❶　会社が､現在65歳までの労働者への措置として求められている
　　定年廃止､定年延長､継続雇用制度の導入といった､
　　高年齢者雇用確保措置と同様の措置

❷　❶の措置を行わない場合は､事業主による以下の

　　　ような新たな措置を設け､いずれかを講ずること

　　　（ア）　グループ会社以外の企業への再就職に
　　　　　　関する制度の導入
　　　（イ）　フリーランスや起業による就業に関する制度の導入
　　　（ウ）　社会貢献活動への従事に関する制度の導入

高年齢者就業確保措置の導入

積極的に活用したい人材

帝国データバンクが令和元年9月に発表した
「人手不足の解消に向けた企業の意識調査」より

有効回答企業数︓10,007社


